
 

平成２７年５月２２日に「電気通信事業法等の一部を改正する法律」が公

布され、平成２８年５月２１日から施行されています。 

●書面交付義務 

 契約が成立した後には遅滞なく、締結された契約の内容を明らかにす 

 る書面（契約書面）を利用者に交付することが義務付けられます。 
 

●初期契約解除制度 

 一定の範囲の電気通信サービスの契約について、契約書面の受領日を 

 初日とする８日間が経過するまでは、電気通信事業者の合意なく利用 

 者の都合のみにより契約を解除できる制度です。 

 平成２８年９月１日 置賜総合支庁総務課（置賜消費生活センター）発行 

 大手電話会社を名乗り「新サービスです」

と電話がかかってきたので、長年契約してい

る会社だと思って話を聞いた。光回線サービスの利用料

が安くなると思い、担当者に言われるまま転用承諾番号を

インターネットで取得し、伝えた。

しかし、届いた登録完了通知を見

たら、大手電話会社とは別会社と

の契約であることが分かった。解約し

たい。（６０歳代 男性）     

事例   ○ ○ ○ の   

代理店です。 

 
新サービス？ 

 サービス内容が分からない場合、加入する必要があるかどうか分から

ない場合、勧誘が強引だと感じた場合には、その場ですぐ契約（申込み）

したり、曖昧な返事をせずに、契約内容を確認し、十分に検討を行うよう

にしてください。    

 不安に思う事や、トラブルになった場合にはお住まいの

自治体の消費生活センターへご相談ください。 



    ８月上旬、電子マネーでインター

ネット有料サイトの利用料金の支

払いを求められた被害者が、コンビ

ニエンスストアの電子マネー番号発行機で電子マネーを購入後、電子マネーの

番号を犯人に教えた事により、合計６万円を騙し取られる

被害が発生しました。「電子マネーで支払ってください」

「電子マネー番号を教えてください」などという文言は、

詐欺である可能性が高いので、この言葉を聞いたら、購入

する前に、警察に相談してください。 

 ９月・1０月の消費生活法律相談 

 ９月８日（木） １３：３０～１５：３０  

10月６日（木） １３：３０～１５：３０  

＊弁護士が無料でアドバイス（３０分） 

＊電話で事前予約をお願いします         

 

〒９９２－００１２ 

 山形県米沢市金池７－１－５０ 

          （置賜総合支庁１階） 

 電 話 ： ０２３８ （２４） ０９９９ 

 ＦＡＸ ： ０２３８ （２６） ６０７２ 

 

 

  家電量販店で買い物をした際に、「特典

が付くから」などとポイントカードを作る

よう熱心に勧められた。高齢なので申込書に記入する

のが難しいと断ったが、店員に「代わりに記入する」

と言われ、断りきれずに申し込んだ。数日後クレジッ

トカード会社から電話があり、クレジットカード機能が付いたも

のだと分かった。その後、年会費の請求者も届いた。クレジット

カードはいらないので、解約したい。（８０歳代 女性）  

事例  

 

 クレジット機能付きのポイントカードは、特典

が優遇される反面、年会費が発生したり、決済機

能があるため保管等に注意が必要になったりする

場合があります。勧誘をされても詳しい説明を求

め、納得できなければきっぱりと断りましょう。 
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